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事
務
総
長
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ン
サ
ー
ト
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い
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本
海
呼
称
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等
に
触
れ
た
パ
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フ
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さ
れ
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す
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質
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に
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し
、
別
紙
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弁
書
を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
連
事
務
総
長
主
催
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
お
い
て
日
本
海
呼
称
問
題
等
に
触
れ
た
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
が
配
布
さ
れ
た
件
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
三
及
び
四
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
御
指
摘
の
事
実
を
確
認
し
た
の
か
と
の
お
尋
ね
で
あ
れ
ば
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日
内

閣
衆
質
一
六
九
第
五
号
）
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
国
連
事
務
局
等
に
対
し
て
行
っ
た
再
発
防
止

の
申
入
れ
等
に
関
す
る
我
が
国
国
連
代
表
部
か
ら
の
報
告
を
通
じ
て
確
認
し
た
。
外
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
の
配
布
に
つ
い
て
の
我
が
国
国
連
代
表
部
の
対
応
に
特
段
の
問
題
が
あ
っ
た
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
御
指
摘
の
両
名
に

対
し
て
何
ら
か
の
注
意
又
は
処
分
を
行
っ
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
五
号
）
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お

り
、
我
が
国
国
連
代
表
部
か
ら
国
連
事
務
局
長
に
対
す
る
再
発
防
止
の
申
入
れ
等
は
、
平
成
十
九
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
累

次
、
様
々
な
機
会
を
と
ら
え
て
行
わ
れ
て
お
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
平
成
十
九
年
十

月
二
十
六
日
に
行
わ
れ
た
。

一



五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
者
が
事
前
に
御
指
摘
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
配
布
を
知
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二

十
年
一
月
二
十
九
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
五
号
）
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
外
務
省
と
し

て
改
め
て
確
認
作
業
を
行
う
考
え
は
な
い
。

二


